
平成25年3月11日

お取引時の確認に関するお願い

　弊行では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下「同法」といいます）にもとづき、口座開設等

の際に、お客さまの氏名、住所、生年月日等について公的書類で確認させていただいておりますが、今般、

同法の改正に伴い、平成２５年４月１日から、「ご職業」や「お取引を行う目的」等についても確認させてい

ただくことになりましたので、お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

１．「お取引時の確認」が必要な主な取引

（１）　普通預金や定期預金等の口座の開設

（２）　貸金庫、保護預かりの取引開始

（３）　１０万円を超える現金振込（含む外国送金）、持参人払式小切手による現金のお受け取り

（４）　２００万円を超える現金、持参人払式小切手の入出金・外貨両替

（５）　融資取引、ローン等の契約　等

上記のお取引以外にも確認をお願いすることがございます。

２．お客さまへの確認事項および確認書類

確認事項 確認書類（※１）

個
人
の
お
客
さ
ま

氏名・住所・生年月日

○ 運転免許証

○ 運転経歴証明証（平成２４年４月１日以降交付のもの）

○ 旅券（パスポート）・各種年金手帳・各種福祉手帳

○ 各種健康保険証・特別永住者証明書・在留カード

○ 住民基本台帳カード（氏名・住所・生年月日の記載があるもの）

等の公的書類のいずれかを提示していただきます。

職業
（窓口等でご申告により確認させていただきます。）

取引を行う目的

代理人さ
まによる
お取引の
場合

ご来店された方の氏名・
住所・生年月日

上記の確認書類と同じです。

取引等の任にあたってい
ることの確認

住民票等のご提示、ご本人さまへの電話確認等により、ご来店
された方がご本人さまと同居の親族、法定代理人等であること
の確認をさせていただきます。

法
人
の
お
客
さ
ま

名称
○ 登記事項証明書・印鑑登録証明書　等

本店や主たる事業所の所在地

来店された方の
氏名・住所・生年月日等

上記「個人のお客さま」に記載されている確認書類に加え、「社
員証」等により、法人のお客さまのために取引を行っていること
を確認させていただきます。

事業内容 ○ 登記事項証明書・定款　等

取引を行う目的 （窓口等でご申告により確認させていただきます。）

実質的支配者（※２）の有無
（お客さまのご申告により確認させていただきますので、あらかじ
め対象となる方をご確認のうえ、ご来店ください）実質的支配者の方全員の氏名・住

所・生年月日



（※１）　ご提示いただく確認書類に有効期限がある場合は、弊行が提示を受ける日において有効である

　必要があります。有効期限のない場合は弊行が提示を受ける日の前６ヶ月以内に作成されたもの

　に限ります。また、確認書類は原本をお持ちください。

　　ご提示いただいた確認書類はコピーを取らせていただくか、氏名・住所・生年月日等、法令上、

　確認が必要な事項を記録させていただきます。

（※２）　実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方（法人が

　実質的支配者にあたることもあり、その場合は、当該法人の名称・所在地等を確認させていただき

　ます）。

a．資本多数決の原則が採られている法人（株式会社、投資法人、特定目的会社等）

・当該法人の議決権総数の１／２超の議決権を有している方

・１／２超の議決権を有している方がいない場合は、１／４を超える議決権を有して

　いる方（複数の場合全員）

ｂ．上記ａ．以外の法人（学校法人、宗教法人、社会福祉法人等）

・当該法人の代表権を有する方

３．お客さまへのお願い

（１）　平成２５年３月３１日以前に改正前の同法にもとづく本人確認（お名前・住所・生年月日等）が

　　 お済みのお客さまにつきましても、平成２５年４月１日以降のお取引の際に、「ご職業」「取引

目的」「実質的支配者の有無」等について確認させていただく場合がございます。

（２）　弊行にお届け出いただいた確認事項（氏名・住所・職業・取引目的・法人の場合の実質的

支配者の有無等）に変更があった場合は、弊行までお届け出をお願いします。

（３）　複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合がございます。また、資産・収入の状況を

確認させていただく場合がございます。

ご留意事項

○上記事項の確認ができないときは、お取引ができない場合があります。

○同法においては、下記の不正行為は禁じられており罰則が規定されております。

・他人になりすまして口座開設等の取引を行うこと

・預金通帳、キャッシュカードの第三者への不正譲渡

・偽名による口座開設、住所等を偽った口座開設等の取引　　等

４．その他のおしらせ

　詳しいことは、窓口にお問い合わせください。窓口にはリーフレットを準備しておりますので、

ご利用ください。

　また、同法の改正内容の詳細等につきましては、下記ホームページでご確認いただけます。

 ・警察庁（ＪＡＦＩＣ）のホームページ

・一般社団法人全国銀行協会のホームページ

以上

http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
http://www.zenginkyo.or.jp/
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